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利用できる方

ひとり親家庭とは

寡婦とは

佐賀県の
ひとり親家庭の数
令和２年国勢調査によれば佐賀
県内のひとり親家庭は9,099世
帯です。

かつて母子家庭の母であっ
た方で、子どもが成人した
のち、なお配偶者のない状
態にある方をいいます。
このような寡婦も、母子家
庭に準じて福祉の制
度を利用できます。

以下のいずれかに該当する方
が、20歳未満のお子さんを扶養
している家庭をいいます。

佐賀県子育て応援
キャラクター
さがっぴぃ

✿ 配偶者が死亡した方　✿ 配偶者と離婚した方　✿ 配偶者の生死が不明な方
✿ 配偶者から遺棄されている方　✿ 配偶者が心身の障害により働けない方
✿ 配偶者が外国にいるか、拘禁されているため、その扶養を受けられない方
✿ 婚姻によらないで母・父となった方

ひとり親家庭に該当する方

困ったときの相談窓口
母子・父子福祉施設

母子・父子福祉団体

県保健福祉事務所

市福祉事務所

女性相談支援センター

県立男女共同参画センター（アバンセ）

性暴力救援センター・さが「さがmirai」

県消費生活センター

生活自立支援センター

法律相談

心理相談

県ヤングケアラー専門相談
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手当等のこと
児童手当

児童扶養手当

特別児童扶養手当

ひとり親家庭等医療費助成

小児慢性特定疾病医療費助成

母子・父子・寡婦福祉資金貸付金

遺族基礎年金

遺族厚生（共済）年金

生活保護
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２

　ひとり親家庭および寡婦のみなさんは、生計、育児や家事、仕事や住居など生活上の問題、子
どもの教育の問題などをひとりで抱え、社会的にも経済的にも、精神的にも不安定な状態にお
かれがちです。
　そこで、ひとり親家庭および寡婦に対する福祉の制度を分かりやすく紹介した「ひとり親家
庭のしおり」を作成しました。
　手当額や所得制限額等は、令和８年（2026年）４月現在で把握している額です。年の途中で
変更されることがありますので、事前にご確認ください。
　皆さんの身近な便利帳として、お役に立てば幸いです。

佐賀県ひとり親家庭サポートセンター
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子どものこと
市役所・町役場

児童相談所

家庭児童相談室

児童福祉施設

病児・病後児保育施設

ファミリー・サポート・センター

就学（就園）援助
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放課後児童クラブ
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優遇制度
公共施設内への売店等の設置、たばこ小売業の許可

税の軽減

ＪＲ通勤定期の割引
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子育て短期支援事業

母子生活支援施設

公営住宅の優先入居

母子家庭等家計管理・生活支援講習会
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各施設の問い合わせ先
県保健福祉事務所（母子・父子自立支援員配置場所）
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仕事のこと
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職業訓練(ハロートレーニング)

就業相談員

母子家庭等就業支援講習会

自立支援教育訓練給付金
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⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

　ひとり親家庭や寡婦の方の各種相談に応じるとともに、生活指導や就職支援など、
ひとり親家庭や寡婦の福祉のためのサービスを総合的に行う母子・父子福祉施設で
す。育児や家事、精神面、身体面の健康管理等の生活一般にかかる専門のご相談を受
ける生活相談員や就業について相談を受ける就業相談員がいます。また、無料の法律
相談・心理相談もおこなっています。
　仕事帰りや休日の相談にも応じられるよう、土日祝日も開館しています。お気軽にご
相談ください。

◉ひとり親家庭サポートセンター

◆利用案内

◆特別相談

◆所在地等

開館時間　火～金曜日　9時30分～18時30分（施設貸し出し9時～21時）
　　　　　土曜日・日曜日・祝日　9時～18時

休 館 日　月曜日、年末年始（12月29日～1月3日）
※ただし、相談用務については３日前までの予約制で時間を19時30分まで延長して対応する

〒840-0804　佐賀市神野東２丁目６番10号　佐賀県駅北館2階
TEL.0952-97-9767　E-mail : info@saga-hitorioya-support.net    
URL : https://www.saga-hitorioya-support.net

　離婚や突然配偶者を失ってしまったなど、ひとり親になる理由
は様々です。小さな悩みでも話をするだけで心が軽くなります。
　市役所や町役場などの身近にある施設以外にも、相談できる
ところはたくさんあります。いろいろな悩みに応じた専門の相談
機関等がありますので、ひとりで悩みを抱え込まず相談してくだ
さい。それでは、相談窓口をみていきましょう！

（1） 母子・父子福祉施設

佐賀銀行
神野町支店
●

◎JR佐賀駅北口から徒歩　５分

九州電力
佐賀支店

●

九電工
●佐賀
　商業高校

コンビニ
●

JR佐賀駅
北口

国
道
２
６
４
号

佐賀県駅北館
佐賀県ひとり親家庭サポートセンター
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児童養護施設

児童心理治療施設

児童家庭支援センター

児童自立生活援助事業所Ⅰ型

県営住宅に関する相談窓口

年金事務所

税務署

公共職業能力開発施設

男女共同参画センター

母子・父子福祉施設

生活自立支援センター

放課後児童クラブ
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ひとり親家庭等自立促進計画 40P

子育てもくじ 42P

８

　ひとり親になって子育てや仕事、お金…
今後どうしていけばいいのか悩みや不安でいっぱいです。

　相談にのってくれるところはありませんか。

１. 困ったときの相談窓口

QRコードを
読み込んでみてね。
ホームページへ
つながります！

法律相談　毎月第４木曜日　13：00～15：00（要予約）
心理相談　毎月第３日曜日　13：00～15：00（要予約）
養育費相談　奇数月第２木曜日　13：00～15：00（要予約）
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